
栃木県地域公共交通活性化協議会会長の選任について 

 

 

 

協議会の会長については、栃木県地域公共交通活性化協議会規約第３条第１項の規定に基づき

委員の互選により選任することとしており、今回書面による協議のため、事務局から下記のとおり

会長選任（案）を提示させていただきます。 

 

記 

１ 会長選任（案） 

役 職 氏 名 所 属（役職） 

会 長 吉
よし

田
だ

 樹
いつき

 
福島大学   経済経営学類 教授 

前橋工科大学 学術研究院  特任教授 

 

２ 選任の理由 

  国が設置する地域交通に関する審議会等の要職を務めるなど、地域交通の分野において深い

知見を有していることに加え、県内市町の地域公共交通会議等にも多数参画するなど、県内の

地域交通の事情にも精通しているため。 

 

資料１ 


